
令和８年度「部落差別等あらゆる不当な差別をなくす運動月間」 
ポスター制作業務仕様書 

 

本仕様書は、大分県（以下「県」という。）が行う「部落差別等あらゆる不当な差別をなく

す運動月間」ポスター制作業務（以下「本業務」という）を委託するにあたり、本業務を受託

する事業者（以下「受託者」という。）を募集するため、その仕様等に関し必要な事項を定め

るものである。 

 

１ 業務の名称 

  令和８年度「部落差別等あらゆる不当な差別をなくす運動月間」ポスター制作業務 

 

２ 業務の目的 

  県では、部落差別等あらゆる不当な差別の解消の取組を進めるため、同和対策審議会答

申（１９６５年）が出された８月を「部落差別等あらゆる不当な差別をなくす運動月間（以

下「運動月間」という。）と定めている。本業務は、出自のみを理由とする部落差別を決し

て許さないというメッセージを県民へ伝え、差別の解消に向けた意識・行動変容につなげ

ることを目的とする。なお、制作したポスターは県内各施設やイベント等で掲示するほか、

各種人権啓発の素材として活用する 

 

３ 業務の実施期間 

  契約締結日から令和８年７月２日まで 

 

４ 業務の内容 

  ポスターデザインの作成及び印刷に関する一連の業務を実施すること。 

（１）規格・部数 

 ア サイズ：Ｂ２版縦 

 イ カラー：フルカラー 

 ウ 紙 質：コート１３５ｋｇ 

 エ 部 数：１，５００部 

（２）ポスター内容について 

部落差別に関する人権問題として、特定の地域の出身であることやその地域に住んで

いることなどを理由に、交際や結婚を反対されることや差別的な言葉を浴びせられるこ

と、就職・職場で不利な扱いを受けること、身元調査をされること、インターネット上に

差別的な情報が掲載されることなどが挙げられる。 

このように、出自のみを理由とする決して許されない不当な部落差別を「しない、させ

ない」という強いメッセージを、こどもから大人まで幅広い世代に訴えかけるような内

容とする。 

また、ポスターを見た人の意識・行動変容につながるようなキャッチコピーを作品に



入れること。 

（３）デザインについて 

 ア 部落差別をしない・させないというメッセージが明確に伝わるものであること 

イ 色使いやレイアウトなどがインパクトのあるデザインであること 

 ウ 以下の（ア）～（カ）を含めること 

   （ア） 「８月は、部落差別等あらゆる不当な差別をなくす運動月間です」の文言 

   （イ） 「人権に関する相談窓口 みんなの人権１１０番（0570-003-110）」の文言 

 （ウ） 別添大分県人権啓発イメージキャラクター「こころちゃん」のイラスト 

 （エ） 別添「こころちゃんの部屋」の二次元バーコード 

 （オ） 主催として「大分県 大分県教育委員会・大分県人権教育・啓発推進協議会」 

 （カ） 連絡先として「大分県人権尊重・部落差別解消推進課」（097-506-3177） 

 

（４）成果物の納品について 

ア 形式及び部数 

・紙媒体   ：１，５００部（カラー面を外側にして四つ折り）  

・電子データ ：１式（PDF 形式） 

イ 期 限：令和８年７月２日（月）１５時 

ウ 場 所：大分県生活環境部 人権尊重・部落差別解消推進課（別館１Ｆ） 

 

５ 業務実施上の条件 

（１）受託者は、関係法令を遵守すること。 

（２）受託者は、本業務を行うにあたり、業務上知り得た個人情報を他に漏らし、または契

約の目的外に利用することはできない。また、業務終了後も同様とする。 

（３）受託者は、成果物に付与される著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２１条から第

２８条に規定する権利を、引渡しと同時に県に無償で譲渡すること。 

（４）成果物は、第三者の著作権や商標権等の権利を侵害しないもの、公序良俗に反しない

ものに限る。 

（５） 成果物について、第三者から権利の侵害及び損害賠償等の主張がなされた場合、受託

者は自己の責任において解決を図るものとし、県は一切の責任を負わない。 

（６）受託者は、本業務の遂行にあたり選任の責任者を配置し、県との連絡調整を綿密に行

うとともに、事業の進捗を管理すること。また、取組状況等を県の求めに応じて報告す

るとともに、疑義が生じた場合は、県と十分協議すること。 

 

６ その他 

  本仕様書に定めのない事項については、県と受託者との協議により、これを定めるもの 

 とする。 


